
定住⼈⼝

豊丘村では

（平成27年

豊丘村に

① 「

② 「

③ 「

④ 「

山間地区

 

対象者 

①世帯全員

②自治組織

ただける

 

１．【土地

助成金額

要  件

 

 ■豊丘

⼝増を⽬

は、定住人

年４月１日

に定住を目

「住宅用地」

「住  宅」

「住  宅」

「中古住宅」

区：堀越区、田

員に、市区

織（区、自

る方。 

地分】村内に

額 土地取

件 

①取得

②住宅

③所有

建

丘村内の自己

的に住宅
人口増対策

日以降に所有

目的として

」を取得し

」を新築し

」を増改築

」を取得し

田村区のうち

区町村税の滞

自治会及び

に定住のた

取得額×１／

得する住宅用

宅用地取得前

有権移転登記

建物増改築ﾘﾌ

己所有の住宅

宅⽤地取
として、以

有権移転登

・・・ 

した場合  

した場合 

築リフォーム

した場合  

ち長沢・笹久

滞納がない

隣組）にそ

ための住宅用

／３（上限

用地の面積

前後、２年

記が完了し

ﾌｫｰﾑ費 補助

宅を増改築リ

取得費⽤
以下の費用

登記完了・建

⇒  

 ⇒  

ムした場合

⇒  

保地区、林区

い方。 

それぞれ加

用地を取得

限 60 万円）

積が 150 ㎡以

年以内に住宅

していること

リフォーム

⽤・住宅
を助成しま

建物完成し

   最

   最

合  ⇒ 最

   最

区のうち佐原

入し、地域

得した場合

 

以上あるこ

宅の建築に

と。 

した場合 

整備費⽤
ます 

している場合

高60万円 

高60万円

高30万円

高60万円

原・戸中地区、

域の行事に

こと。 

に着手するこ

⽤を助成

合） 

（山間地80万

（山間地40万

（山間地80万

、福島区、壬

に積極的に参

こと。 

成します

円） 

円） 

円） 

壬生沢区 

参加していい



２．【建物分】村内に定住のための住宅を新築した場合 

助成金額 建築工事費×1/10（上限 60 万円、山間地区のみ上限 80 万円） 

要  件 

①独立して生活できる住宅（台所、便所、浴室、居室がある住宅）を新築した

場合 

②延べ床面積が「50 ㎡以上 280 ㎡未満」 であること。 

③併用住宅は、居住部分が１／２以上であること。 

④住宅が完成したとき（完成したことが登記簿で確認できること）。 

 

 

３．【建物分】多世代居住のために住宅を増改築リフォームした場合 

助成金額 建築工事費×1/10（上限 30 万円、山間地区のみ上限 40 万円） 

要  件 

①増築の場合は、10 ㎡以上の居室１部屋以上の増床となるもの。 

②改築リフォームの場合は、住宅機能の向上のために行う補修、改造、設備改

善のための工事であること。（外構工事、物置・車庫の設置等に係る経費は

対象外） 

③併用住宅は、増改築リフォームした部分の居住部分が１／２以上であるこ

と。 

④以下のいずれかに該当する世帯であること。 

 申請者またはその配偶者の親等（子・祖父母含む）と申請日時点で同居し

ており、３年以上同居を継続する見込みがある世帯 

 申請者またはその配偶者の親（子・祖父母含む）と、工事完了日から起算

して１年以内に同居を新たに始め、３年以上継続する見込みがある世帯 

⑤対象の増改築リフォーム工事に関して、豊丘村の他の補助や助成を受けてい

ないこと。 

※豊丘村地域内消費循環住宅リフォーム助成金との併用はできません。 

 

 

４．村内の中古住宅を売買により取得した場合 

助成金額 

土地…土地取得額×１／３（上限 60 万円） 

建物…中古住宅取得額×１／２（上限 60 万円、山間地区のみ上限 80 万円） 

（ただし、土地、建物とも１・２の要件を満たす場合に限ります）。 

 

  



申請に必要な書類 
 

１．【土地分】住宅用地取得に対する補助 
 

□ 住宅用地取得助成金 交付申請書 

□ 土地売買契約書(写し)  

□ 建築工事届(写し)  か 住宅建築確約書 のいずれか 

□ 土地代金領収書(写し)  

□ 土地登記事項証明書  ※法務局で取得して下さい。 

□ 土地造成工事領収書・設計図・工事写真（造成工事を申請者負担で実施した場合のみ）

□ 他の補助金・助成金の金額の分かるもの（他の補助金を受けた場合のみ） 

□ 自治組織加入誓約書 

□ 納税義務のある世帯員全ての市区町村税の納税証明書 （過去 5年分） 
 

２・３．【建物】住宅新築・増改築リフォームに対する補助 
 

□ 住宅新築等助成金交付申請書 

□ 建築工事請負(売買)契約書(写し) 

□ 建物工事(売買)代金領収書(写し) 

□ 建物登記事項証明書(新築・中古住宅取得の場合)  ※法務局で取得して下さい。 

□ 自治組織加入誓約書(自治会未加入者のみ) 

□ 建物平面図（増改築リフォームの場合は前後がわかる平面図） 

□ 工事写真（着工前・工事中・完成後）（中古住宅の場合は建物写真） 

□ 住民票（世帯員全員分） 

□ 納税義務のある世帯員全ての市区町村税の納税証明書 （過去 5年分） 

□ 他の補助金・助成金の金額がわかるもの 

□ その他村長が必要と認める 

 

※申請様式は、豊丘村ホームページからダウンロードできます。 

【お問い合わせは】 総務課 企画財政係 電話 0265-35-9050 有線 35-9050 

 E-mail: kikaku@vill.nagano-toyooka.lg.jp 

 

 


